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 都道府県薬剤師会会長 殿 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  児 玉  孝 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 

関係法律の整備に関する法律の施行について 

 

標記について、厚生労働省医薬食品局長より別添のとおり通知がありましたので

お知らせいたします。 

本通知は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律」が平成 23年 8月 30 日に公布されたことに伴い、毒物

及び劇物取締法、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、薬事法が一部

改正されたことに関するものです。 

薬局に関係するものとしては、薬事法の一部改正による、薬局開設許可や立入検

査等の権限・事務、薬局製造販売医薬品に係る事務等の保健所設置市・特別区への

委譲や、毒物及び劇物取締法の一部改正による、届出や命令等の権限・事務の保健

所設置市・特別区への委譲などがあります。施行期日は、薬事法関連は平成 25 年 4

月 1 日、毒物及び劇物取締法関連は平成 24 年 4 月 1 日とされております。詳細は

別添通知のとおりです。 

貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。 

 
















